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☆働きやすい職場環境づくり
　「企業のࣾ会的任（ＣＳＲ）」を果
たすとともに「あらゆる差別の撤廃と
人ڭݖҭのਪਐ」に邁進しましょう。

地球に優しい企業人の皆様へ
ʠ�あなたにもできる。
　��ϥΠϑスタΠϧのݟしで、
　　　１人１日１kgの$02 ʡݮ

࿑働ڀݚ会の։࠵ʹͭいͯ
　中小企業を取り巻く経済環境と今後の労務課題などを的確に捉えるため、本会と長野県中小企業労働問題協議
会が共催して地区労働問題研究会を開催します。

●諏訪会場　日　時：平成29年３月１日（水）　午後２時～４時
　　　　　　場　所：RAKO華乃井ホテル
●松本会場　日　時：平成29年３月３日（金）　午後１時～３時
　　　　　　場　所：ホテルモンターニュ松本
●上田会場　日　時：平成29年３月７日（火）　午後２時～４時
　　　　　　場　所：ホテル祥園
●長野会場　日　時：平成29年３月９日（木）　午後２時～４時
　　　　　　場　所：メトロポリタン長野 

第１部　午後２時～３時（松本のみ午後１時～２時）
　　　　テーマ　「企業におけるサイバーセキュリティ対策の重要性」
　　　　講　師　長野県警察本部生活安全部生活環境課サイバー犯罪対策室
　　　　　　　　室長　永原　一  様
第２部　午後３時～４時（松本のみ午後２時～３時）
　　　　テーマ　「働き方改革～変わる労働管理・賃金～」
　　　　講　師　長野労働局雇用環境・均等室
　　　　　　　　雇用環境改善・均等推進管理官　森　孝行  様
　　　　　　　無　料

本会連携支援部支援課　　TEL 026-228-1171

開催日程

参　加　料

申込み・問い合わせ先

テーマ及び講師（各会場共通）

■開催日時：平成29年２月20日（月）　９時30分～17時
            　　平成29年２月22日（水）   13時30分～17時
            　　平成29年２月23日（木）　９時30分～17時
■開催場所：長野労働基準監督署（長野市中御所1-22-1）
※相談を希望される場合、事前に電話で申し込みをお願いいたします。

問い合わせ先・電話申込み先
長野県最低賃金総合相談支援センター（長野県中小企業団体中央会内）　　電話番号  0800-800-3028

します࠵ۚɾ業改善ॿۚの૬ஊ会Λ։࠷
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６	 中央会インフォメーション
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	 丸山味噌醤油醸造店（安曇野市）
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	 株式会社キザキ（小諸市）
	 GAST	JAPAN	株式会社（伊那市）

ຯে༉ৢళのᜱࢁؙ　
͔まど

。ॳがͬたᜱを100年Ҏ上い
ଓけてきました。೦ながΒࡢ年２月に৽たなᜱにりす͜
とになり、今৽しいᜱでඒຯしいຯをͬています。
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１．調査の目的

　�　この調査は長野県内の中小企業における賃金・労
働時間・雇用等の実態を把握し、中央会労働支援方
針策定の基礎資料とするとともに、中小企業におけ
る労務対策の参考に資することを目的とする。

２．調査方法・集計

　�　長野県内の従業員300人以下の民間事業所（卸売業
100人以下、小売業50人以下、サービス業100人以下）
を対象に1,300事業所を任意抽出し、郵送により調査
を依頼した。
　�　有効回答751事業所（回答率57.8％）について集計
した。

　	1
事業所内༁ܭू　
　　　イ　産業別　　　　　　　ロ　規模別

　	2
労働ऀ内༁ܭू　
　　　イ　産業別　　　　　　　ロ　男女別

３．調査時点

　　平成28年７月１日現在

４．調査結果利用上の留意点

　(1)�　この調査で「常用労働者」とは、次のうちのい
ずれかに該当する者をいう。パートタイム労働者
であっても、下記のイ・ロに該当する場合は常用
労働者に含みます。

　　イ　�期間を決めずに雇われている者、または１ヶ
月を超える期間を定めて雇われている者。

　　ロ　�日々または１ヶ月以内の期限を限って雇われ
ている者のうち、５月、６月にそれぞれ18日
以上雇われた者。

　　ハ　�事業主の家族で、その事業所に働いている者
のうち、常時勤務して毎月給与の支払いを受
けている者。

　(2)　�「パートタイム労働者」とは、１日の所定労働時
間がその事業所の一般労働者より短い者、また
は１日の所定労働時間が同じでも１週間の所定
労働日数が少ない者をいう。

　(3)　�「所定労働時間」とは、就業規則、労働協約など
で定められている始業時刻から終業時刻までの
時間から休憩時間を差し引いた時間。

　(4)　�「初任給」は、平成28年６月の１ヶ月間に支給し
た所定内賃金額（税込額）で通勤手当を除いた
もの。

　(5)　�賃金改定結果は平成28年１月１日から７月１日
までの間に定期昇給、ベースアップの実施、非
実施を決定した事業所で、ここでの「平均所定
内賃金」は、賃金改定後の数値。

　　平成28年度
長野県における中小企業の労働事情
　毎年、７月１日を基準日とし、都道府県中央会において「中小企業労働事情実態調査」を実施しています。大
規模な集計を行うため、動きの速い昨今、公表時期の現況と乖離することもありますが、「１～９人」の小規模企
業まで調査対象としている数少ない資料としての特色を持っています。
　本年で53回目となる本調査の抜粋をご紹介いたします。これからの時節、中小企業における労働問題に関する
検討の一助としてご利用いただければ幸いです。
　また、調査結果全体は本会ホームページに平成21年度分から掲載しています。経営環境、賃上げ、初任給など、
経年同一の調査項目など比較してご覧いただくことも可能となっています。
http://www.alps.or.jp/chuokai/roudou/

Ⅰ．�調査のあらまし

　　特集
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１．中小企業の経営環境

　	1
　経Ӧঢ়گ
　　�　中小企業の経営状況をみると、１年前に比べて
「悪い」とする事業所が33.2％（前年は29.4％）と
前年に比べて3.8ポイント増加し、「良い」とする事
業所は前年比3.1ポイント減少して14.9％と悪化し
た。

　　�　規模別には、「１～９人」で37.4％（前年34.6％）
の事業所が「悪い」と回答し、最も高くなっている。
「100～300人」では「良い」とする事業所が18.6％
と前年を9.1ポイント下回った。

　　�　業種別にみると、製造業においては「窯業・土石」
が53.8％（前年29.6％）が「悪い」としている。そ
の他業種も「変わ
らない」または「悪
い」とする比率が
70％を超えている。

　　�　非製造業でも、
製造業と同様の傾
向となっているな
か、「良い」とする
比率が「卸・小売業」
12.0％（前年11.5％）
で前年より若干増
加している。

　	2
　ओたる事業の今後の経Ӧ方
　　�　現在行っている主要事業について、今後の方針
をみると「現状維持」が62.3％（前年62.9％）と最
も高く、「強化拡大」33.2％（前年29.9％）、「縮小」3.6％
（前年6.1％）の順になっている。

　　�　規模別では、大きくなるほど「強化拡大」とす
る事業所の割合が高く、規模が小さくなるほど「現
状維持」「縮小」とする割合が高くなっている。

　	3
　経Ӧ上のো
　　�　経営上の障害は、「人材不足（質）」が47.4％（前
年43.1％）、次いで「販売不振・受注の減少」が
41.8％（前年30.5％）、「同業他社との競争激化」
31.8％（前年32.8％）で、「原材料・仕入品の高騰」
が16.3ポイント減少し、「販売不振・受注の減少」
が11.3ポイント増加している。

　　�　事業規模別にみると「1～９人」で「販売不振・
受注の減少」が高い割合を占めているが、他の規
模は人材不足（質）がトップとなっている。

、（څଓۈ、څ৬務、څ৬、څ年ྸ）څ基本 （ఆ部分ݻ）　　　༩　　　所ఆ内賃金څظ༩総ֹ　　　ఆڅ金ݱ

ख、ٕ ख、ಛघۈ務ख、Ոख、

ॅख、৯事खなど

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（変ಈ部分）ਫ਼ۈख、生࢈ख、खなど

　　　　　　　　　　　　　　　　所ఆ֎賃金（ աۈ務ख、ٳ日ग़ۈख、॓ख、ਂۈखなど）

　　　　　　　　　ྟ時څ༩（Նق・年༩など）

　(6)　本調査における賃金分類

Ⅱ．調査結果の概要

― 今こそ絆・コミュニティー・協働・連携・共同事業の担い手として ―
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　	�
　経Ӧ上のڧみ
　　�　製造業では「製品の品質・精度の高さ」が45.7％
（前年41.8％）、「技術力・製品開発力」32.0％（前
年30.8％）、「顧客への納品・サービスの速さ」
30.7％（前年29.0％）の順に高く、非製造業では、「商
品・サービスの質の高さ」が28.5％（前年24.3％）、「組
織の機動力・柔軟性」が25.1％（前年25.2％）、「製品・
サービスの独自性」が23.6％（前年22.2％）となっ
ている。

2．労働時間の状況

　	1
　ि所ఆ労働時ؒ
　　�　週の所定労働時間が、「40時間以下」とする事業

所は93.1％（前年は88.6％）となっている。特例措
置が含まれる「１～９人」では、「40時間超44時間
以下」とする事業所が11.5％となっている。

　　�　特例措置が適用される事業所が含まれる業種で
は、「40時間超44時間以下」の時間帯に「小売業」
が16.0％、「卸売業」14.0％、「サービス業」13.3％
となっている。

　	2
　月平均業時ؒ
　　�　月平均残業時間は前年比0.6時間減の10.1時間。
規模別にみると、「100～300人」が16.5時間（前年
は18.4時間）、「30～99人」13.3時間（前年は13.0時
間）、「10～29人」9.5時間（前年は10.6時間）、「１
～９人」6.0時間（前年は6.3時間）となっている。

　　�　業種別では、「運輸業」が18.5時間（前年は22.8
時間）と多く、「製造業」は10.5時間（前年は12.1
時間）となっている。

3．従業員の採用方法

　	1
　正社һの࠾用ঢ়گ
　　�　平成23年４月から平成28年７月１日までに正社
員の採用があったとする事業所は77.1％となってい
る。規模別に見ると「100～300人」が98.6％、「30
～99人」が95.3％、「10～29人」が87.9％と高い割
合となっているが、「１
～９人」では43.5％と
他に比べると低い割合
となっている。

　　�　業種別で見ると「運

特集　平成28年度  長野県における中小企業の労働事情

第̒ද
（％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上Ґ３߲ผ　経Ӧ上のোن

　　　　　 ̍ɹɹɹҐ ̎ɹɹɹҐ ３ɹɹɹҐ

1ʙ   ̕ਓ ൢചෆৼ・ड注のݮগ 45.8 ಉ業ଞࣾͱのڝ૪ܹԽ 31.1 ਓࡐෆ（質） 27.6 

10ʙ  29ਓ ਓࡐෆ（質） 53.6 ൢചෆৼ・ड注のݮগ 42.9 ಉ業ଞࣾͱのڝ૪ܹԽ 30.2 

30ʙ  99ਓ ਓࡐෆ（質） 59.6 ൢചෆৼ・ड注のݮগ 36.3 ಉ業ଞࣾͱのڝ૪ܹԽ 33.2 

100ʙ300ਓ ਓࡐෆ（質） 55.7 ൢചෆৼ・ड注のݮগ 40.0 ಉ業ଞࣾͱのڝ૪ܹԽ 35.7

ܭɹɹن ਓࡐෆ（質） 47.4 ൢചෆৼ・ड注のݮগ 41.8 ಉ業ଞࣾͱのڝ૪ܹԽ 31.8

注）３項目内複数回答

業छผ　経Ӧ上のো上Ґ３߲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

̍ɹɹɹҐ ̎ɹɹɹҐ ３ɹɹɹҐ

৯  ྉ  品 ྉ・仕入品の高ಅࡐݪ 44.8 ਓࡐෆ（質） 41.8 ൢചෆৼ・ड注のݮগ 34.3 

 ࡐ ・
 製 品 ൢചෆৼ・ड注のݮগ ྉ・仕入品の高ಅࡐݪ 58.3 37.5 ਓࡐෆ（質） 25.0 

ҹ  ・
ಉ ؔ ࿈ ಉ業ଞࣾͱのڝ૪ܹԽ 61.7 ൢചෆৼ・ड注のݮগ 59.6 納ظ・୯ՁのऔҾ݅

の͠ݫさ 36.2 

༼ 業 ・  ੴ ൢചෆৼ・ड注のݮগ 57.7 ਓࡐෆ（質） ྉ・仕入品の高ಅࡐݪ 42.3 34.6 

金 ଐ ・
ಉ 製 品 ਓࡐෆ（質） 56.3 納ظ・୯ՁのऔҾ݅

の͠ݫさ 39.8 ൢചෆৼ・ड注のݮগ 35.0 

機 ց ث ۩ ਓࡐෆ（質） 55.8 ൢചෆৼ・ड注のݮগ 37.5 製品開発力・ൢച力のෆ
 30.8 

ͦ の ଞ
製 造 業 ൢചෆৼ・ड注のݮগ 57.6 ਓࡐෆ（質） 51.5 ಉ業ଞࣾͱのڝ૪ܹԽ 27.3 

ӡ  ༌  業 ਓࡐෆ（質） 58.8 ・࿑ಇ力ෆ（ྔ）
・ಉ業ଞࣾͱのڝ૪ܹԽ 47.1 納ظ・୯ՁのऔҾ݅

の͠ݫさ 23.5 

ݐ  ઃ  業 ਓࡐෆ（質） 54.7 ಉ業ଞࣾͱのڝ૪ܹԽ 52.3 ࿑ಇ力ෆ（ྔ） 36.0 

Է ・ খ ച 業 ൢചෆৼ・ड注のݮগ 48.2 ・ਓࡐෆ（質）
・ಉ業ଞࣾͱのڝ૪ܹԽ 38.6 製品開発力・ൢച力のෆ

 19.3 

サ ー ビ ス 業 ਓࡐෆ（質） 47.7 ൢചෆৼ・ड注のݮগ 38.6 ・࿑ಇ力ෆ（ྔ）
・ಉ業ଞࣾͱのڝ૪ܹԽ 29.5 

注）３項目内複数回答

0 20 40 60 
（％）

製造業

注）  ３項目内複数回答

非製造業

製品・サービスの独自性

技術力・製品開発力

生産技術・生産管理能力

営業力・マーケティング力

製品・サービスの企画力・提案力

製品の品質・精度の高さ

顧客への納品・サービスの速さ

企業・製品のブランド力

財務体質の強さ・資金調達力

優秀な仕入先・外注先

商品・サービスの質の高さ

組織の機動力・柔軟性

第７ද　経Ӧ上のڧみ

26.3 

32.0 

23.9 

4.8 

5.7 

45.7 

30.7 

10.7 

9.8 

7.2 

13.3 

18.9 

23.6 

20.6 

7.5 

18.0 

10.1 

15.4 

22.8 

12.7 

16.5 

17.2 

28.5 

25.1 

業छผ　ि所ఆ労働時ؒ　　　　　　　　 （％）

ҎԼؒ࣌40 ؒ࣌40
ҎԼؒ࣌44

製 造 業 96.7 3.3 
ӡ ༌ 業 93.7 6.3 
ݐ ઃ 業 87.2 12.8 
Է ച 業 86.0 14.0 
খ ച 業 84.0 16.0 
サービス業 86.7 13.3 

業 ɹ छ ɹ ܭ 93.1 6.9 

第̔ද
（％） 　　　　　　　　ผ　ि所ఆ労働時ؒن

ҎԼؒ࣌40 ؒ࣌40
ҎԼؒ࣌44

    1ʙ    9ਓ 88.5 11.5 
  10ʙ  29ਓ 92.5 7.5 
  30ʙ  99ਓ 96.8 3.2 
100ʙ300ਓ 100.0 0.0 

ن ɹ  ɹ ܭ 93.1 6.9 
શ ࠃ ฏ ۉ 88.4 11.6 

第９ද
（％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業時ؒผ　月平均ن

ؒ࣌̌ ʙؒ࣌1
ະຬؒ࣌10

ʙؒ࣌10
ະຬؒ࣌20

ʙؒ࣌20
ະຬؒ࣌30

ʙؒ࣌30
ະຬؒ࣌50 Ҏ্ؒ࣌50 ݄ฏۉ

ؒ࣌業
    1ʙ    9ਓ ؒ࣌6.0 1.3 3.1 6.6 11.5 25.6 52.0
  10ʙ  29ਓ ؒ࣌9.5 0.4 6.3 12.2 26.0 33.5 21.7
  30ʙ  99ਓ 5.2 37.0 30.7 18.2 8.9 � ؒ࣌13.3
100ʙ300ਓ 2.9 26.5 27.9 29.4 13.2 � ؒ࣌16.5

ن ɹ  ɹ ܭ ؒ࣌10.1 0.5 6.6 13.6 22.9 31.3 25.0
શ ࠃ ฏ ۉ ؒ࣌11.5 1.9 9.4 14.1 20.9 27.2 26.5

業छผ　月平均業時ؒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

ؒ࣌̌ ʙؒ࣌1
ະຬؒ࣌10

ʙؒ࣌10
ະຬؒ࣌20

ʙؒ࣌20
ະຬؒ࣌30

ʙؒ࣌30
ະຬؒ࣌50 Ҏ্ؒ࣌50 ݄ฏۉ

ؒ࣌業
製ɹ造ɹ業 ؒ࣌10.5 0.2 7.2 15.4 22.8 30.7 23.7
ӡɹ༌ɹ業 11.8 11.8 35.3 17.6 23.5 � ؒ࣌18.5
ɹઃɹ業ݐ 16.3 46.5 24.4 9.3 3.5 � ؒ࣌7.5
Էɹചɹ業 28.6 33.9 21.4 12.5 3.6 � ؒ࣌8.0
খɹചɹ業 42.3 30.8 15.4 7.7 � ؒ࣌6.4 3.8
サービス業 ؒ࣌10.2 2.2 6.7 9.0 22.5 24.7 34.8

業 ɹ छ ɹ ܭ ؒ࣌10.1 0.5 6.6 13.6 22.9 31.3 25.0

第10ද
（％）  　　　　　　　ݧ用経࠾ผ　正社һのن

͋
Δ

ͳ
͍

    1ʙ    9ਓ 43.5 56.5 
  10ʙ  29ਓ 87.9 12.1 
  30ʙ  99ਓ 95.3 4.7 
100ʙ300ਓ 98.6 1.4 

ن  ܭ 77.1 22.9 
શ ࠃ ฏ ۉ 75.2 24.8 
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輸業」が100％となっ
ている他全体的に高い
割合となっているが、
「木材・木製品」52.0％、
「サービス業」62.0％、
「印刷・同関連」66.0％
と若干低い割合となっ
ている。

　	2
　正社һҎ֎の࠾用ঢ়گ
　　�　平成23年４月から平
成28年７月１日までに
正社員以外（パートタ
イマー、嘱託、契約社
員、その他）の採用状
況については「ある」
と回答した事業所が
59.6％となっている。
規模別については「100
～300人」89.9％、「30
～ 99人」74.6 ％、「10
～29人」60.5％と５割
を超えているが、「１
～９人」では36.8％となっている。

　　�　業種別にみると「食料品」83.8％、「機械器具」
73.3％、「その他製造業」66.7％となっており、「窯業・
土石」34.6％、「建設業」40.2％、「印刷・同関連」
40.4％の順に採用が低くなっている。

4．女性の管理職

　	1
　ঁ性の管理৬の༗無
　　�　女性の管理職がいる
と回答している事業所
は36.0％となっており
全国平均を僅かではあ
るが上回っている。規
模別に見ると「30～99
人」40.9％、「10～29人」
40.7％、「100～300人」
が38.6％の順になって
いる。業種別にみると
「食料品」が51.5 ％、
「サービス業」42.9％、

「卸・小売業」39.8％の順に女性管理職が多い、一
方「窯業・土石」23.1％、「運輸業」23.5％、「その
他製造業」27.3％の順に女性管理職が少ない結果と
なった。

　	2
　ొ用されているঁ性管理৬の人
　　�　女性管理職の登用されている職種割合を見ると、
「役員」に登用しているのが58.7％、「課長級」が
32.3％、「その他」が17.1％、「部長級」がもっとも
少なく10.0％となっている。

　　�　業種別に見ると、もっとも多く登用されてる「役
員」では「機械器具」が47.4％ともっとも低く他の
業種は５割以上となっている。

5．賃金の改定状況

　	1
　賃金の改ఆঢ়گ（平成28年１月͔Β７月）
　　�　平成28年春の賃金改定（定昇含む。）は、「引き
上げた」とする事業所が53.3％（前年48.2％）、「７
月以降引き上げる予定」が6.9％（前年8.1％）となり、
一方で「今年は実施しない（凍結）」が17.1％（前
年9.5％）、「引き下げた」0.7％（前年0.9％）、「７月
以降引き下げる予定」も0.3％（前年0.1％）あり、「未
定」とする事業所も21.7％（前年33.2％）あった。

　　�　規模別では、「100～300人」で75.7％が「引き上
げた」反面、「１～９人」では29.1％に止まっている。

― 今こそ絆・コミュニティー・協働・連携・共同事業の担い手として ―

業छผ　正社һの࠾用経ݧ　　　　　　　 （％）

͋
Δ

ͳ
͍

৯ ྉ 品 72.1 27.9 
ࡐ・製品 52.0 48.0 
ҹ・ಉؔ࿈ 66.0 34.0 
༼ 業 ・  ੴ 84.0 16.0 
金ଐ・ಉ製品 84.8 15.2 
機 ց ث ۩ 85.6 14.4 
ͦのଞ製造業 83.3 16.7 
ӡ ༌ 業 100.0 ʵ
ݐ ઃ 業 83.9 16.1 
Է ・ খ ച 業 74.7 25.3 
サ ー ビ ス 業 62.0 38.0 

業 छ ܭ 77.1 22.9 
શ ࠃ ฏ ۉ 75.2 24.8 

第11ද
（％）  　　　　　ݧ用経࠾ผ　正社һҎ֎のن

͋
Δ

ͳ
͍

    1ʙ    9ਓ 36.8 63.2 
  10ʙ  29ਓ 60.5 39.5 
  30ʙ  99ਓ 74.6 25.4 
100ʙ300ਓ 89.9 10.1 

ن  ܭ 59.6 40.4 
શ ࠃ ฏ ۉ 52.3 47.7 

業छผ　正社һҎ֎の࠾用経ݧ　　　　　 （％）

͋
Δ

ͳ
͍

৯ ྉ 品 83.8 16.2 
ࡐ・製品 54.2 45.8 
ҹ・ಉؔ࿈ 40.4 59.6 
༼ 業 ・  ੴ 34.6 65.4 
金ଐ・ಉ製品 57.1 42.9 
機 ց ث ۩ 73.3 26.7 
ͦのଞ製造業 66.7 33.3 
ӡ ༌ 業 64.7 35.3 
ݐ ઃ 業 40.2 59.8 
Է ・ খ ച 業 62.7 37.3 
サ ー ビ ス 業 60.4 39.6 

業 छ ܭ 59.6 40.4 
શ ࠃ ฏ ۉ 52.3 47.7 

第12ද
（％）  　　　　　　　ผ　ঁ性管理৬の༗無ن

ঁ性の管理৬͕
͍Δ

ঁ性の管理৬͕
͍な͍

    1ʙ    9ਓ 25.9 74.1 
  10ʙ  29ਓ 40.7 59.3 
  30ʙ  99ਓ 40.9 59.1 
100ʙ300ਓ 38.6 61.4 

ن  ܭ 36.0 64.0 
શ ࠃ ฏ ۉ 34.8 65.2 

業छผ　ঁ性管理৬の༗無　　　　　　　 （％）

ঁ性の管理৬͕
͍Δ

ঁ性の管理৬͕
͍な͍

৯ ྉ 品 51.5 48.5 
ࡐ・製品 33.3 66.7 
ҹ・ಉؔ࿈ 31.9 68.1 
༼ 業 ・  ੴ 23.1 76.9 
金ଐ・ಉ製品 35.2 64.8 
機 ց ث ۩ 31.7 68.3 
ͦのଞ製造業 27.3 72.7 
ӡ ༌ 業 23.5 76.5 
ݐ ઃ 業 36.8 63.2 
Է ・ খ ച 業 39.8 60.2 
サ ー ビ ス 業 42.9 57.1 

業 छ ܭ 36.0 64.0 
શ ࠃ ฏ ۉ 34.8 65.2 

第13ද
（％） 　　　　　　　　　　　　　　　　　ผ　ొ用されているঁ性管理৬ن


ɹ
һ

෦

ڃ

՝

ڃ

ͦ
ͷ
ଞ

    1ʙ    9ਓ 84.5 3.4 13.8 1.7 
  10ʙ  29ਓ 60.0 14.3 21.9 16.2 
  30ʙ  99ਓ 48.1 8.9 50.6 27.8 
100ʙ300ਓ 29.6 11.1 59.3 22.2 

ن  ܭ 58.7 10.0 32.3 17.1 
શ ࠃ ฏ ۉ 65.1 12.8 29.5 11.7 

業छผ　ొ用されているঁ性管理৬　　　　　　　　　　　　　　　　　 （％）


ɹ
һ

෦

ڃ

՝

ڃ

ͦ
ͷ
ଞ

৯ ྉ 品 54.3 8.6 31.4 25.7 
ࡐ・製品 75.0 ʵ 12.5 12.5 
ҹ・ಉؔ࿈ 53.3 6.7 26.7 40.0 
༼ 業 ・  ੴ 66.7 ʵ 50.0 ʵ
金ଐ・ಉ製品 64.9 ʵ 32.4 18.9 
機 ց ث ۩ 47.4 7.9 47.4 26.3 
ͦのଞ製造業 72.2 5.6 22.2 5.6 
ӡ ༌ 業 50.0 ʵ 25.0 25.0 
ݐ ઃ 業 71.9 15.6 15.6 3.1 
Է ・ খ ച 業 57.6 12.1 36.4 9.1 
サ ー ビ ス 業 51.3 20.5 38.5 17.9 

業 छ ܭ 58.7 10.0 32.3 17.1 
શ ࠃ ฏ ۉ 65.1 12.8 29.5 11.7 

第1�ද　نผ　賃金改ఆ࣮ࢪঢ়گ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （％）

Ҿ্͖͛ͨ Ҿ͖Լ͛ͨ ͠ࢪ࣮ࠓ
な͍（ౚ݁）

݄̓Ҏ߱Ҿ͖
্͛Δ༧ఆ

݄̓Ҏ߱Ҿ͖
Լ͛Δ༧ఆ ະఆ

ن ɹ  ɹ ܭ 53.3 0.7 17.1 6.9 0.3 21.7 
1ʙ    9ਓ 29.1 0.4 32.2 5.7 0.9 31.7 

10ʙ  29ਓ 58.9 0.8 15.1 6.2 � 19.0 
30ʙ  99ਓ 66.7 1.0 7.3 10.4 � 14.6 

100ʙ300ਓ 75.7 � 1.4 4.3 � 18.6 
શ ࠃ ฏ ۉ 44.8 0.8 19.4 9.9 0.4 24.7 
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

ʮຊொϥʔϝϯԣஸʯΛ։࠵　ʙদຊࢢຊொళ֗ৼڵ߹ʙ
　１月８日（日）に松本市本町通りにおいて１日限りの「本町ラーメン横丁」が「あめ市」に合わせて開催
されました。元 「々あめ市」は、いわゆる「敵に塩を送る」の元となった、上杉謙信から領民に送られた
塩が松本に着いた日を記念して行われた「塩市」が起源と言われています。その由来に合わせて、寒い
この日に「塩ラーメン」を食べて温まってほしいと、2014年から「本町あめ市ラーメン横丁」を本格的に
始め、４回目を迎えました。今年は県内の人気ラーメン４店舗とそば１店舗が、地元の伝統野菜「松本
一本ねぎ」を使用した塩ラーメン
と「松本平産長芋」を使用したとろ
ろそばを提供しました。
　担当理事は「本町ラーメン横丁
のラーメンはどれもおいしくてレ
ベルが高い。毎年にぎわっており、
知名度も上がってきた。おいしい
ラーメンで身も心も暖まり、よい
一年のスタートを切っていただき
たい」と話されました。
　当日は、1,200杯を超えるラー
メンが提供され、大勢の人でにぎ
わい、本町ラーメン横丁は幕を閉
じました。

ʮ൧ࢁஃ৽45:-&ʯΛൃද��ʙ൧ࢁஃڠۀࣄಉ߹ʙ
　１月11日（水）、長野県県庁において「見越し宮殿」、「いのりBOX」、「羽扉」の３モデルを「飯山仏壇新
STYLE」として発表しました。飯山仏壇新STYLEは長野県工業技術総合センタ－、飯山商工会議所、
本会の支援を受けて開発されました。

　上海理事長は「仏間から１歩踏み出すことを基本として、飯山の伝統的な手法を背景に作り込みまし
た。コンパクトになった分、部品が小さくなり、漆をかけるなどの作業を通じ大型の仏壇より精度が求
められるため、これまでよりも精巧な製品を生み出すこととなりました。それぞれがお客様の生活パター
ンに合わせることができるよう独自のバリエーションがとれる工夫がされていますので、お客様の暮ら
し方に沿いながら、部屋の雰囲気に調和できるものをお選びいただけます。」と感慨深く話されました。
　発売時期等詳細は、飯山仏壇事業協同組合へお問い合わせください。（TEL：0269-62-4026）
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全 中 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

●大村会長、野田毅税制調査会最高顧問、山口那津男公明党代表等国会議員と面談
　平成29年度与党税制大綱の決定を受け、大村会長は、平成28年12月12日に国会議員会館にお

いて、野田毅税制調査会最高顧問、後藤茂之政務調査会副会長・税制調査会幹事、山口那津男

公明党代表など税制要望実現にご尽力いただいた国会議員の諸先生方を訪問し、所得拡大促進

税制の拡充、固定資産税の特例対象の拡大、事業承継税制の雇用要件の緩和等中小企業関係税

制についての御礼を申し上げました。

●大村会長、「第５回働き方改革実現会議」（議長：安倍総理）にて意見陳述
　大村会長は、平成28年12月20日、総理官邸で開催された「働き方改革実現会議」に出席しま

した。同一労働同一賃金の政府のガイドライン案について、①ガイドラインの背景や趣旨、考

え方をわかりやすく361万中小企業にしっかり広報すること、②中小企業が就業規則、賃金規

程等を見直す準備のため、法改正及びガイドラインの施行までの周知・準備期間を十分に設け

ること、③個々の中小企業の実情を踏まえた丁寧な対応を行う相談窓口を整備すること等を要

望し、非正規雇用の待遇改善を図るためには、わが国の雇用の７割を占める中小企業の対応が

極めて重要であり、関係法令の改正に向けて、中小企業からの声をしっかり踏まえるよう訴え

ました。

●大村会長、甘利自民党税制調査会副会長に面談
　大村会長は、髙橋専務理事とともに平成28年

12月26日、甘利明自民党税制調査会副会長と面

談しました。平成29年度税制改正において、中

小企業・組合関係税制の強化、特に固定資産税の

軽減措置の対象が拡大され、中小企業経営強化税

制が創設されることについて謝意を述べるとと

もに、今後の中小企業・組合のための政策実現に

向けた取組みについて意見交換を行いました。

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

ӈ͔Βେଜ会長、ར先生、∁ڮઐ務理事

野田ؽ੫੍ௐࠪ会最ސߴ問 ಹஉެ໌ౘදޱࢁ
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1900（໌33࣏） ॳɹɹؙࢁଟฏɹຯে༉ৢ造業業
1916（େਖ਼̑） ̎目ɹؙࢁਖ਼ҝ
1967（ত42） ３目ɹؙࢁɹ
2006（ฏ18）  ̐ 目ɹؙ࢜وࢁɹࠇେ౾ຯの製造開࢝

　明治33年（1900年）頃から、明科の地に代々続く田舎
の小さな味噌醤油醸造店です。創業以来、国産大豆と
米・麦だけを使い、無添加・天然醸造にこだわり、熱意・
創意と誇りをもって味噌・醤油を造り続けています。
　一昔前まであちこちの家庭で造られていた味噌や醤
油の造り方同様、春先に仕込み、木樽の中で１年間じっ
くりと自然の力で発酵させています。近年までは初代
が造った竈

かまど

で薪を焚いて蒸すという製法を徹底して
行っていました。大豆の風味を壊さず、まろやかで、
味噌や醤油が本来持っている風味が生きています。
　100年前から使用している木樽には味噌・醤油造り
にはかかせない酵母や微生物もたくさん生きており、職人の技と真心と誠意、そして明科のきれいな水、
おいしい空気、メリハリのある四季の気候とが相まって丸山味噌醤油醸造店独自の美味しい味噌・醤油
を造っています。
　人気商品である「あづみ野の味みそ」は安曇野の契約栽培の農家の方にお願いして、栽培期間中その田
畑では一切農薬を使用しないで信州安曇野の大豆とコシヒカリ米を生産していただいています。その原
料を100％使用し、塩は沖縄・久米島沖の海洋深層水塩を使用し、原料にとことんこだわった特別厳選仕
込みの手造り味噌です。少量の袋詰めから贈答用まで家族構成、用途に合わせた販売を行っています。
　４代目となる丸山貴士氏は安曇野産黒豆「信濃黒」をブランド化しようと農業協同組合、県関係機関、

安曇野市、松本大学等を支援構成員に加えた農産学官連携の「安
曇野ブランドデザイン会議黒豆プロジェクト」を結成し、黒豆
大豆を加工した味噌、お菓子など安曇野市を代表する商品に育
て上げるために活動しています。
　これからも創業当時からの伝統を受け継ぎ、店の味を守り続
け、気に入って食べていただいているお客様のために誠意を
もって造っていかれるようです。またホームページやオンライ
ンショップ販売を通じて、味噌や醤油の知識の普及、本物の無
添加味噌・醤油の味を全国のみなさまに届けています。

信州の1〇〇年企業
ɹࣾձࡁܦͷมભͷ中に͋ͬてଟにわͨΓࣄ業をܧଓ͠ɺ
Ҭࣾձに͠ݙߩて͖ͨฮ企業を͝հ͠·͢ɻ

丸山味噌醤油醸造店（安曇野市）

第11回

事 業 内 ༰　 ຯ・ে༉の・ൢച
 　 業 　 年　1900年
業時の号　ؙࢁຯে༉ৢళ
業時の事業　 ຯ・ে༉

丸山味噌醤油醸造店
安ಶ野市໌Պ中ख3728-2

 主なあゆみ
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　前回に引き続き、「解雇」における注意点です。今回は、よくある解雇に関する相談事例と会社等が
事業譲渡又は合併するケースについて記載します。

１．よくある解雇に関する相談事例
　�　労働契約法第16条に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められな
い場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」という規定があります。「客観的に合理的
な理由」や「社会通念上相当である」の判断がグレーゾーンであることから、紛争となるケースがあ
ります。

２．会社等が事業譲渡又は合併する際における注意点
　�　会社等が事業譲渡又は合併を行う際、労働者について解雇に該当するかどうか問われることがあり
ます。基本的な考え方は次のとおりです。

　�　特に事業譲渡においては、労働契約の承継・不承継をめぐり紛争に発展することもありますので、
十分な説明や労使協議等が必要です。なお、「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべ
き事項に関する指針」（平成28年９月１日適用）が策定されていますので、その詳細については厚生
労働省のＨＰ等で確認ください。

How To
労 務 管 理

ಛఆ社会อݥ労務࢜

中ଜ　ޫࢯ  ࢠ

Recipe

「解雇」の実務上における
　　　　　　　注意点について②

事業譲渡
事業譲渡は、その性質は特定承継であるため、労働契約の承継には、承継される労働者の個
別の承諾が必要

合　　併
合併は、その性質は包括承継であるため、承継される労働者の労働契約はそのまま維持され、
合併先の会社に承継される

相談事例 考え方

１�．就業規則等に懲戒解雇事由
の定めがなくても懲戒解雇で
きるか

就業規則又は労働協約等に具体的な定めのないときは、労働者に企業
秩序違反行為があっても懲戒解雇することはできない

２�．事業の廃止・業務縮小によ
り解雇できるか

事業の廃止・業務縮小による整理解雇でも、「整理解雇の要件」（①整
理解雇の必要性、②解雇回避努力、③被解雇者選定の合理性、④労働
者への説明・協議）を意識して解雇を行わないと解雇無効とされる場
合がある

３�．職務遂行能力不足等を理由
として普通解雇できるか

職務遂行能力不足の程度を把握し、指導教育を実施したかなどを考慮
の上、客観的に合理的な理由がなければ解雇権濫用となることがある

４�．有期雇用契約の場合で、更
新を反復継続している場合に
おいて、雇止めができる場合

労働者が「本契約期間については、更新しないものとする」との条項（不
更新条項）が明記された更新にかかる労働契約書を十分理解したうえ
署名・押印している場合には、その雇用期間の満了をもって雇用契約
を終了させる旨の合意が成立していたと考えられる
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　寒さと乾燥の時期、様々な感染症が子どもを
襲います。今回はかぜ症候群（かぜ）、インフル
エンザ、RSウイルス感染症について述べます。
　かぜは子どもの発熱で最も多いものです。原
因はほとんどがウイルス感染によるもので、そ
の種類は200を超えると言われています。ウイル
スは咳、くしゃみと一緒に空気中に飛び散り人
から人へ飛沫感染します。２～３日程の潜伏期
間を経て、発熱、咳、鼻水、くしゃみ等の症状
が出ます。また、頭痛、嘔吐、下痢、腹痛、目
やになどを伴うこともあります。ウイルスに対
する抗体ができると、症状は徐々に治まります。
ウイルスに対する特効薬はなく、治療は安静、
解熱剤、咳、鼻水、脱水症の対症療法、漢方薬
内服等になります。発熱に対してこまめに塩分、
糖を含む補水液を少しずつ飲み、脱水を防ぐこ
とが重要です。
　かぜは万病の元と言われるように、ウイルス
は細菌感染症を起こし易くします。熱、咳が長
引く場合は肺炎、中耳炎、副鼻腔炎など細菌感
染症合併のこともあり、抗生物質投与が必要に
なることもあります。
　インフルエンザは、数日の潜伏期間の後、か
ぜと似た症状が出ます。診断は鼻腔内のインフ
ルエンザ抗原検査検出が決め手になりますが、
発病初期は反応が出ないことがあります。発病
したら安静、水分・栄養補給が大事です。免疫
力の弱い人、体質的に熱に弱い人は合併症（細
菌感染症、肺炎、中耳炎、副鼻腔炎、脳炎、脳症、
等）を起こしやすいです。
　治療は抗インフルエンザ剤（内服薬、吸入薬、
点滴注射薬がある）投与、漢方薬投与、解熱剤、咳、

鼻水の対症療法、補水液による脱水症予防、細
菌感染症合併には抗生物質投与等です。抗イン
フルエンザ剤（タミフル）による異常行動は否
定的です。異常行動はインフルエンザ感染その
ものによると考えられています。それゆえタミ
フル内服の有無に関わらず発熱時は子供を注意
深く看護する必要があります。
　RSウイルス感染症は、４～５日程の潜伏期間
があり発熱、咳、鼻水等かぜに似た症状を起こ
します。２歳までにほぼ100％罹患すると言われ
ています。生後６か月未満の乳児、低出生体重児、
心臓疾患、肺疾患、免疫疾患や免疫力が低下し
ている場合は肺炎、気管・細気管支炎で重症化
し易いです。RSウイルスに対する特効薬はなく、
対症療法が行われます。
　基礎疾患があり重症化が懸念される場合は、
RSウイルス特異的抗体注射で感染を防御または
重症化を予防することができます。高価な薬剤
ですので予防対象になるかは医療機関で相談と
なります。
　以上の３つの感染症は飛沫感染や接触感染で
周りに広げない、そのため手洗い、うがい、マ
スク着用、せきやくしゃみの時はティッシュで
口、鼻を覆う等を心掛けることが重要です。

健 康 の 話

冬に多い子どもの感染症
（かぜ症候群、インフルエンザ、RSウイルス感染症について）

長野市　あらかわ子ども医院　院長　新川　一雄
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　労働者誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育てや介護の時
間、家庭や地域、自己啓発等にかかる個人の時間を持てる健康で豊かな生活ができるよう仕事と生活の
調和（ワーク・ライフ・バランス）を図ることが社会の流れになっています。
　ワーク・ライフ・バランスの実現のためには、まず、経営者や人事労務担当者が働き方･休み方改善
の重要性を理解し、自らが率先して改善に取り組むことが重要となりますが、この取組を進める上でア
ドバイス等が必要となる場合は、ぜひ働き方・休み方改善コンサルタント（※）への相談をご検討ください。

（※）�働き方・休み方改善コンサルタントは、当室に配置されている働き方・休み方改善に関するアドバイス等を

行う専門の職員で、

　　　・��時間外労働の削減や年次有給休暇の取得促進など、働き方・休み方改善に関する個別訪問の実施

　　　・働き方・休み方改善に関する社内研修・講習会の実施

　　�などについて、無料で対応しております。

　当コンサルタントの個別訪問等を希望される場合は、利用申込書（長野労働局ホームページ　「各種
法令・制度・手続き」→「働き方・休み方改善関係」→「働き方・休み方改善コンサルタントがお手伝
いします」）を雇用環境・均等室までご提出ください（FAX可）。
　なお、個別訪問等で知り得た情報はコンサルティング以外の目的には利用することはありません。

長野労働局からのお知らせ長野労働局からのお知らせ長野労働局からのお知らせ　　　　　　　雇用環境・均等室　　　　　　　雇用環境・均等室　　　　　　　雇用環境・均等室

働き方･休み方改善コンサルタント がお手伝いします（無料）

　お問い合わせ･申し込み
　　　〒380-8572		長野市中御所1-22-1　Tel.026-223-0551／Fax･026-227-0126
　　　長野労働局　雇用環境・均等室　働き方･休み方改善コンサルタント宛て（大矢･相原･西條）



12

「ものづくり補助金」採択企業を訪ねて vol.81好好好好好好好好好好好好機 「ものづくり補助金」採択企業を訪ねて vol.「ものづくり補助金」採択企業を訪ねて vol.「ものづくり補助金」採択企業を訪ねて vol.逸す
べからず

オリジナルのアルミ合金を開発

　スキーポールの部品製
造で1961（昭和36）年創
業以来、スキーポールを
中心に、金属バット、ト
レッキングポールなどの
開発・製造も手がける、
キザキ。スキー人気が低
迷する中、「健康」をテー
マにした製品づくりで注
目されています。
　早くからアルミ製スキーポールを手がけた同社
は素材開発にも注力。独自の製造方法と強度の実
現を目指し、大手アルミメーカーと共同でオリジ
ナルのアルミ合金を開発したほか、カーボン製ス
キーポールでも世界のパイオニアとして知られて
います。
　さらに、つねに安定したものづくりを志向。ス
キーポールの自動組立ラインをいち早く開発・導
入し、75年に始めた金属バットでは業界初の一貫
生産を実現しました。
　一貫してアルミパイプの加工技術を追求し、93
年にピークを迎えたスキーポール以外の商品開発
に力を入れる同社。その転機となったのは99年
冬、ヨーロッパを訪れた木﨑秀臣社長がノル
ディックウォークに初めて出会ったことでした。
　「真冬にもかかわらず、ショップにはノルディッ
クウォークのポールがずらっと並んでいた。ヨー
ロッパでこれから流行るスポーツだと聞いて、と
ても興味を持ちました」。

加工技術そのものも売っていきたい

　帰国後すぐ、国内大手スポーツメーカーからノ
ルディックウォークポールの開発依頼があったこ
とが決め手となり、共同で開発をスタート。その
後、自社ブランドで商品化し、現在国内50％近い
シェアを誇ります。
　人気の理由は、グリップ。「“握らない”グリッ
プを考えろ、という専門家のアドバイスに従い、
障害や高齢等のためしっかり握れない人にも
フィットするグリップを考案。それが他社との差

別化につながりました」
　ここから派生したの
が、プールでの水中歩
行運動で使用するアク
アウォーキングポール。
同社が開発した世界初の商品です。
　障害者や高齢者のリハビリ治療や筋力回復のた
め、プールでの水中歩行訓練が普及。一方で、水
圧によってバランスを崩しやすく、手すりのない
場所では困難という課題も。そこで、補助杖とし
てアクアウォーキングポールを利用すれば誰でも
効果的なトレーニングが可能と考え、ものづくり
補助金を活用し試作・開発に取り組みました。
　手を離したポールが水中に沈むと障害者や高齢
者は取るのが困難なため、試行錯誤の末、水面に
浮き立つ最適なポール形状を開発。さらに静電塗
装機を導入し、太い部分と細い部分が一体となっ
た異形状を美しく塗装する技術も取り込みました。

　「当社は完成品メーカーな
ので、技術そのものを売る
という発想はなかった。し
かしこれからは、塗装技術
をはじめ、加工技術そのも
のも売っていきたい」と木
﨑社長。設備投資の成果に
大きな自信を得て、展示会
などで積極的にアピールし
ていく考えです。

株式会社キザキ（小諸市）

株式会社キザキ
　　ද　ද取క社長　木࡚लਉ
　　業　1961（ত36）年2月
ࢿ 本 金　2000ສԁ
本　　社　小ॾ市େࣈ加૿上の平�61-2
　　　　　TEL�0267-22-13��　'A9�0267-23-���6
事業内༰　 金ଐバοト、εキーポール、トϨοキンά

ポール、า行ิॿ用εテοキ、Υーキン
άポールなどのઃܭ・開発・、εポー
πΞΫセサリーの企ը・༌ೖ・ൢച

高度なアルミ加工技術と新たな塗装技術の融合で、
世界初のアクアウォーキングポールを開発。

า͘ϦζϜͱόランス͕औΓ͢
͍ɺΞΫΞΥーΩング

ʠѲΒな͍ʡグϦοϓͰਓؾの
ϊϧσィοΫΥーΫ

ඒ͍͠ృΛ࣮ͨ͠ݱɺ
੩ిృ機
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「ものづくり補助金」採択企業を訪ねて vol.82好好好好好好好好好好好機 「ものづくり補助金」採択企業を訪ねて vol.「ものづくり補助金」採択企業を訪ねて vol.「ものづくり補助金」採択企業を訪ねて vol.逸す
べからず

先端機能部品の技術商社として、
独創的かつ世界レベルの技術、製品の開発に挑戦。
みんなで集まって研究しよう

　表面に特殊な機
能を持たせた機能
部品は、軽薄短小、
高信頼性に加え、
省資源・省エネ、
環境対策などの技
術革新が求められ
ています。
　GAST� JAPAN
は先端機能部品の技術商社として、この技術革新
ニーズに対応。技術企業や大学等と積極的に連携
し、「新構造材料技術」「新生産技術」等の発掘・
調査・実用化に挑戦し続けるベンチャー企業です。
　同社の主要業務は、海外顧客を中心にサプライ
チェーンによる品質保証業務や情報調査を行う
「国際営業支援」、プレス加工、ダイキャスト、切
削加工、金型製造など自社および提携先企業での
「機構部品の一貫生産受託」、新素材・新工法など
先端機能部品研究と次世代工業化農業研究に特化
した「R&D業務」。独創的かつ世界レベルの価値
を持つ技術、製品の開発を目指しています。
　同社は2003（平成15）年、個人事業などの７
社が集まりシニアベンチャーの共同会社として設
立しました。Get-together�And�Study-Together（み
んなで集まって研究しよう、の意）の頭文字から
取った社名が設立の由来を物語ります。
　「どんなに良い技術を持っていても、個人事業
では顧客に対する信用を担保するのは難しい。当
社は初代代表は磁気回路、私は素材技術、現社長
は農業関係、そして次期社長は電子関係が得意。
いろんな能力を持った人間が集まり、得意分野を
活かして世の中にないものをつくれば会社として
の信用が得られ、地域で生き残っていくことがで
きる。それが設立の目的でした」。横尾嘉也
GASTグループ代表はそう話します。

半導体関係で量産が始まる

　R&D業務での開発テーマとして、ものづくり
補助金を活用して取り組んだのが「高硬度金属材
料を使った医療医薬関連部品の開発」。

　ステンレスにシリ
コンを混合し、低温
度の熱処理で高硬度
が得られ、不動態被膜の厚膜化により錆びにくい
などの新たな特性を創出。その特性を活かした鉗
子や錠剤用金型部品などの用途開発に取り組んで
います。
　「一般のステンレスは錆びにくいですが、硬い
ステンレスは逆に錆びやすい。シリコンを混合す
ることで硬度を高める熱処理温度が低くてすみ、
当社の小さな熱処理炉でもつくることができま
す。要求品質が類似している半導体関係で引き合
いがあり、すでに量産が始まっています」。
　一方、次世代工業化農業研究でも注目の成果が
得られています。光防虫機器を開発し、害虫を徹
底的に駆除。完全無農薬のとうもろこしの栽培に
成功し、それを使った焼酎の開発を行いました。
さらに効率の良い土壌づくりを目指し、微生物セ
ンシングプレートの開発なども行っています。「伊
那市西箕輪地区はかつてとうもろこしの名産地で

全国に種を出荷し
ていたとか。我々
の研究開発で再び
とうもろこしの大
産地にできれば地
域貢献になる」と
横尾代表は期待し
ています。

GAST JAPAN 株式会社（伊那市）

GAST JAPAN 株式会社
　　ද　ද取క社長　原　จ࢚
　　業　2003（平成1�）年7月
ࢿ 本 金　1000ສԁ
本　　社　ҏಹ市境1�9�
　　　　　TEL�026�-78-9920　'A9�026�-78-9921
事業内༰　 ࡍࠃӦ業支援、ߏػ部の一؏生࢈डୗ、

R�%業務、ಛघܭଌஔൢചなど

ଌなͲʹΑΔܭ度ߗ
高速શ数精ີଌఆγステϜ

෯͍ॲ理ʹରԠͰ͖ΔਅۭΨスஔ

ڌ開発のڀݚ開発ࣨɻさ·͟·なڀݚ
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৴भΈΒ͍νϟϨϯδอূ

。までお問い合わせくͩさいޱにͭいて、おۙくの৴用อূ協会૭ࡉৄ

֓　　　　　　要

͝ ར 用
いたͩける方

の要݅をຬたす方࣍
ᶃ 取Ҿ金༥ػ （ؔメインまた準メイン金༥ؔػ）とのؒでূॻି、खିܗ、ି࠲ӽ、

ׂҾ、社࠴Ҿड等にΑる取Ҿが３年Ҏ上͋り、อূ申込時でͦの取Ҿߴが͋る方
ᶄ事業ঝܧ等の経Ӧ課題を๊え、ͦのղܾに取りΉ方
※お申込みメインまた準メイン金༥ؔػを通͡てお願いいたします

ݶ  ֹ １ԯԁҎ内
対  ࢿ 金 ӡసࢿ金及びઃඋࢿ金
อ ূ ظ ؒ ӡస  ７年Ҏ内　　ઃඋ  10年Ҏ内（ਾஔ１ؒظ年Ҏ内をؚΉ）
ฦ 済 方 ๏ 分ׂฦ済（たͩし、１ؒظ年Ҏ内の場合一ׅฦ済Մ） 

৴ 用 อ ূ 料
年0�2�ˋ～1�70ˋ
※通ৗΑり0�2ˋ低いอূ料で͝ར用いたͩけます
※༗୲อׂҾ、中小企業会ׂܭҾのద用Մです 

ି  ར  金༥ؔػ所ఆのར
連 ଳ อ ূ 人 原ଇとして๏人のදऀをআきෆ要
୲ อ ඞ要にԠ͡て͝ఏڙいたͩきます

ఴ  ॻ ྨ 所ఆの申込ࢿ料のଞ、申込人֨ࢿ要݅等確ೝॻ及び課題確ೝॻのఴがඞ要となります
※ॻ式、協会ホーϜϖーδ（お٬様用ॻ式μンローυϖーδ）にࡌܝしています  

ホームページ　http://www.nagano-cgc.or.jp　　　E-mail　hosyo@nagano-cgc.or.jp

中小企業のグッドパートナー＆ベストサポーター

長野県の地Ҭ経済を支える中小企業の
օさまの事業ঝܧを͡めとする経Ӧ
課題のղܾを支援します。
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☆働きやすい職場環境づくり
　「企業のࣾ会的任（ＣＳＲ）」を果
たすとともに「あらゆる差別の撤廃と
人ڭݖҭのਪਐ」に邁進しましょう。

地球に優しい企業人の皆様へ
ʠ�あなたにもできる。
　��ϥΠϑスタΠϧのݟしで、
　　　１人１日１kgの$02 ʡݮ

࿑働ڀݚ会の։࠵ʹͭいͯ
　中小企業を取り巻く経済環境と今後の労務課題などを的確に捉えるため、本会と長野県中小企業労働問題協議
会が共催して地区労働問題研究会を開催します。

●諏訪会場　日　時：平成29年３月１日（水）　午後２時～４時
　　　　　　場　所：RAKO華乃井ホテル
●松本会場　日　時：平成29年３月３日（金）　午後１時～３時
　　　　　　場　所：ホテルモンターニュ松本
●上田会場　日　時：平成29年３月７日（火）　午後２時～４時
　　　　　　場　所：ホテル祥園
●長野会場　日　時：平成29年３月９日（木）　午後２時～４時
　　　　　　場　所：メトロポリタン長野 

第１部　午後２時～３時（松本のみ午後１時～２時）
　　　　テーマ　「企業におけるサイバーセキュリティ対策の重要性」
　　　　講　師　長野県警察本部生活安全部生活環境課サイバー犯罪対策室
　　　　　　　　室長　永原　一  様
第２部　午後３時～４時（松本のみ午後２時～３時）
　　　　テーマ　「働き方改革～変わる労働管理・賃金～」
　　　　講　師　長野労働局雇用環境・均等室
　　　　　　　　雇用環境改善・均等推進管理官　森　孝行  様
　　　　　　　無　料

本会連携支援部支援課　　TEL 026-228-1171

開催日程

参　加　料

申込み・問い合わせ先

テーマ及び講師（各会場共通）

■開催日時：平成29年２月20日（月）　９時30分～17時
            　　平成29年２月22日（水）   13時30分～17時
            　　平成29年２月23日（木）　９時30分～17時
■開催場所：長野労働基準監督署（長野市中御所1-22-1）
※相談を希望される場合、事前に電話で申し込みをお願いいたします。

問い合わせ先・電話申込み先
長野県最低賃金総合相談支援センター（長野県中小企業団体中央会内）　　電話番号  0800-800-3028

します࠵ۚɾ業改善ॿۚの૬ஊ会Λ։࠷
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